
各担当部局

①施設使用照会
（使用したい教室の部局へ

空き状況等を確認）

施設使用希望者

②使用目的の確認

申込書類の説明

施設使用希望者

③申込書類の提出

（利用日から2週間前まで）

各担当部局

④許可書・請求書の発行・送付

(施設使用料金の算定)

施設使用希望者

許可書等発行依頼

⑤施設使用料の支払

(銀行振込または窓口)

【施 設 使 用 の フ ロ ー 図】

施設使用

本学の行動指針により、

施設使用について、

制限を設ける場合があります。 事務局資産管理担当


